
中
小
企
業
等
が
行
う
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正

１

企
業
組
合
の
組
合
員
資
格
の
追
加

一

企
業
組
合
の
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
定
款
に
定
め
る
も
の
と
し
て
特
定

組
合
員
を
追
加
す
る
こ
と
。

二

１
の
一
に
掲
げ
る
者
の
数
は
、
総
組
合
員
の
数
の
四
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

１
の
一
に
掲
げ
る
者
は
、
総
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
、
企
業
組
合
の
行
う
事
業
の
部
類
に
属
す
る
事
業
の
全
部
又
は

一
部
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四

１
の
三
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
、
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

企
業
組
合
制
度
の
改
善

一

企
業
組
合
の
組
合
員
の
二
分
の
一
以
上
は
、
企
業
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

企
業
組
合
の
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
の
三
分
の
一
以
上
は
、
組
合
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。



三

剰
余
金
の
配
当
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
二
割
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
払
込
出
資
額
に
応
じ
て

し
、
な
お
剰
余
が
あ
る
と
き
は
、
組
合
員
が
企
業
組
合
の
事
業
に
従
事
し
た
程
度
に
応
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
。

３

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

中
小
企
業
等
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

目
的

法
律
の
目
的
を
、
中
小
企
業
等
に
対
す
る
投
資
事
業
を
行
う
た
め
の
組
合
契
約
で
あ
っ
て
、
無
限
責
任
組
合
員
と
有
限
責

任
組
合
員
と
の
別
を
約
す
る
も
の
に
関
す
る
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
な
資
金
供
給
を
通
じ
た
中
小
企
業
等
の

自
己
資
本
の
充
実
等
を
促
進
し
、
そ
の
健
全
な
成
長
発
展
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
の
経
済
活
力
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

２

投
資
事
業
の
追
加

中
小
企
業
等
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
投
資
事
業
と
し
て
次
の
事
業
を
加
え
る
こ
と
。



一

有
限
会
社
又
は
企
業
組
合
の
持
分
の
取
得
及
び
保
有

二

中
小
企
業
等
を
相
手
方
と
す
る
匿
名
組
合
契
約
の
出
資
の
持
分
又
は
信
託
の
受
益
権
（
中
小
企
業
等
の
営
む
事
業
か
ら

生
ず
る
収
益
又
は
利
益
の
分
配
を
受
け
る
権
利
に
限
る
。
）
の
取
得
及
び
保
有

３

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と

（
第
二
条
関
係
）

第
三

新
事
業
創
出
促
進
法
の
一
部
改
正

１

株
式
会
社
の
設
立
等
の
特
例

一

新
事
業
創
出
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
百
五
十
二
号)

第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
創
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
に

つ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
者
が
設
立
す
る
株
式
会
社
で
、
そ
の
設
立
時
の
資
本
の
額
が
千
万
円
未
満
の
も
の

(

以
下
「
確
認
株
式
会
社
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
百
六
十
八
条
ノ
四

の
規
定
は
、
そ
の
設
立
の
日
か
ら
五
年
間
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

二

確
認
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
設
立
時
及
び
新
株
発
行
時
の
払
込
取
扱
機
関
の
払
込
保
管
証
明
義
務
を
免
除
す
る
等
の

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



２

開
示
及
び
配
当
の
規
定
の
整
備

一

確
認
株
式
会
社
は
、
定
款
、
株
式
申
込
証
の
用
紙
及
び
登
記
に
確
認
株
式
会
社
の
解
散
事
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

二

確
認
株
式
会
社
は
経
済
産
業
大
臣
に
、
会
社
設
立
後
直
ち
に
商
号
等
を
記
載
し
た
書
面
を
、
毎
営
業
年
度
経
過
後
三
月

以
内
に
貸
借
対
照
表
等
を
提
出
し
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
れ
ら
の
書
面
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
。

三

確
認
株
式
会
社
は
、
純
資
産
額
か
ら
資
本
の
額
に
代
え
て
千
万
円
を
控
除
し
て
計
算
さ
れ
る
額
を
限
度
に
配
当
等
を
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

組
織
変
更
及
び
解
散
の
規
定
の
整
備

一

確
認
株
式
会
社
は
、
合
名
会
社
等
へ
組
織
変
更
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

二

確
認
株
式
会
社
は
、
資
本
の
額
を
千
万
円
以
上
と
す
る
増
資
、
組
織
変
更
に
伴
う
登
記
の
申
請
を
行
わ
ず
に
設
立
の
日

か
ら
五
年
を
経
過
し
た
場
合
等
に
は
解
散
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他

有
限
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
の
規
定
の
整
備
を
行
う
等
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



（
第
三
条
関
係
）

第
四

附
則

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
、
所
要
の
経
過
措
置
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


